
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第 11 

 

年次報告書 

 

令和６年４月１日

 

愛知県知事  殿 

 

郵  便 番 号 460-8501  

会社所在地 名古屋市中区三の丸三丁目１番２号 

会 社 名 経済産業株式会社 

電  話 番 号 052-954-6332 

代表者の氏名  愛知 太郎 

 

 

 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則（以下「施行規則」とい

う。）第 12 条第 1 項又は第 3 項の規定（当該規定が準用される場合を含む。）により、下

記の種別に該当する報告者として別紙の事項を報告します。 
 
  記 

 

報告者の種別と申請基準日等について 

報告者の種別 

□第一種特別贈与認定中小企業者 □第二種特別贈与認定中小企業者 

□第一種特別相続認定中小企業者 □第二種特別相続認定中小企業者 

□第一種特例贈与認定中小企業者 □第二種特例贈与認定中小企業者 

□第一種特例相続認定中小企業者 □第二種特例相続認定中小企業者 

報告者に係る認定 

の認定年月日等 

認定年月日及び番号 令和４年１月７日（５中金第●号）

認定申請基準日   令和４年 10 月 15 日

報告基準日   令和６年３月 15 日

報告基準期間 令和４年 10 月 16 日から令和６年３月 15 日

報告基準事業年度   令和４年４月１日から令和５年３月 31 日

 

年次報告書（様式第１１）の記載の手引き 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（別紙 1） 

 

第   種       認定中小企業者に係る報告事項① 

（認定年月日：  年 月 日、認定番号：    ） 

 

1 経営承継受贈者（経営承継相続人）について 

贈与報告基準日（相続報告基準日）における総株主

等議決権数 
(a)            個 

氏名  

住所  

贈与報告基準日（相続報告基準日）における同族関係者との保有議決

権数の合計及びその割合 

(b)+(c)   個 

((b)+(c))/(a) ％  

 

贈与報告基準日（相続報告基準日）における保有議決権数及び

その割合 

(b)    個 

(b)/(a)   ％ 

適用を受ける租税特別措置法の規定及び当該規定の適用を受け

る株式等に係る議決権数(*1)  

（本認定番号の認定に係る株式等に係る議決権数のみを記載。） 
個 

□第 70 条の 7  

□第 70 条の 7 の 2  

□第 70 条の 7 の 4 

□第 70 条の 7 の 5 

□第 70 条の 7 の 6  

□第 70 条の 7 の 8 

(*1)のうち贈与報告基準日（相続報告基準日）までに譲渡した

数 
個 

贈与報告基準（相

続報告基準日）に

おける同族関係者 

氏名(会社名） 住所(会社所在地） 
保有議決権数 

及びその割合 

    
(c)     個 

(c)/(a)   ％ 

2 贈与者が経営承継受贈者へ認定贈与株式を中小企業における経営の承継の円滑化に関 

する法律（以下「法」という。）第 12 条第 1 項の認定に係る贈与をする前に、当該認定 

贈与株式を法第 12 条第 1 項の認定に係る受贈をしている場合に記載すべき事項について 

本申請に係る

株式等の贈与

が該当する贈

与の類型 

□該当無し 

□第一種特別贈与認定株式再贈与 

□第一種特例贈与認定株式再贈与 

 

□第二種特別贈与認定株式再贈与 

□第二種特例贈与認定株式再贈与 

 

氏名 認定日 左記認定番号 

左記認定を

受けた 

株式数 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別紙 2） 

第   種       認定中小企業者に係る報告事項② 

（認定年月日：  年 月 日、認定番号：    ） 

 

1  認定中小企業者における特定資産等について 

贈与報告基準事業年度（相続報告基準事業年度）（令和４年４月１日から令和５年３

月 31 日まで）における特定資産等に係る明細表 

種別 内容 
利用 

状況 
帳簿価額 運用収入 

有価

証券 

特別子会社

の株式又は

持分（(*3)

を除く。） 

    
(1) 

円 

(12) 

円 

資産保有型

子会社又は

資産運用型

子会社に該

当する特別

子会社の株

式又は持分

(*3) 

    

(2) 

 

円 

(13) 

 

円 

特別子会社

の株式又は

持分以外の

もの 

A 社の株式 20,000 株 

B 投資信託 
  

(3) 

2,000,000 円 

100,000 円 

(14) 

80,000 円 

10,000 円 

不動

産 

現に自ら使

用している

もの 

名古屋市中区三の丸三丁

目１番２号 

 

同上所在の建物 

 

上記に係る建物附属設備

（電気工事一式） 

 本社 

(4) 

100,000,000 円 

 

50,000,000 円 

 

500,000 円 

  

(15) 

6,000,000

円  

現に自ら使

用していな

いもの 

    
(5) 

円 

(16) 

円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ゴルフ

場その

他の施

設の利

用に関

する権

利 

事業の用に供す

ることを目的と

して有するもの 

    
(6) 

円 

(17) 

円 

事業の用に供す

ることを目的と

しないで有する

もの 

C ゴルフクラブ

会員権 

 

D リゾート会員

権 

  

(7) 

3,000,000 円 

 

1,000,000 円 

(18) 

0 円 

絵画、

彫刻、

工芸品

その他

の有形

の文化

的所産

である

動産、

貴金属

及び宝

石 

事業の用に供す

ることを目的と

して有するもの 

    
(8) 

円 

(19) 

円 

事業の用に供す

ることを目的と

しないで有する

もの 

絵画Ｅ 
社長室 

展示用 

(9) 

0 円 

(20) 

2,000,000 円 

現金、

預貯金

等 

現金及び預貯金

その他これらに

類する資産 

 

現金 

当座預金 

定期預金 

保険積立金 

  

(10) 

100,000,000 円 

200,000,000 円 

30,000,000 円 

20,000,000 円 

(21) 

0 円 

0 円 

10,000 円 

0 円 

経営承継受贈者

（経営承継相続

人）及び当該経

営承継受贈者

（経営承継相続

人）に係る同族

関係者等（施行

規則第 1 条第

17 項第 2 号ホ

に掲げる者をい

う。）に対する

短期貸付金 

 

 

預け金 

愛知太

郎に対

する貸

付金 

 

子会社

への預

け金 

(11) 

5,000,000 円 

 

40,000,000 円 

(22) 

0 円 

 

0 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経 営 承 継 受 贈 者

（ 経 営 承 継 相 続

人）及び当該経営

承継受贈者（経営

承継相続人）に係

る 同 族 関 係 者 等

（施行規則第 1 条

第 17 項第 2 号ホ

に 掲 げ る 者 を い

う。）に対する貸付

金及び未収金その

他これらに類する

資産 



特定資産の帳簿価額

の合計額 

(23)=(2)+(3)+(5)+(7)

+(9)+(10)+(11) 

401,100,000 円 

特定資

産の運

用収入

の合計

額 

(25)=(13)+(14)+(16)+(18)+(20)

+(21)+(22) 

2,100,000 円 

資産の帳簿価額の総

額 

(24)    

1,000,000,000円 

総収入

金額 
(26)    500,000,000円 

贈与報告基準事業年度（相続報告基準事業

年度）終了の日以前の 5 年間（贈与（相続

の開始）の日前の期間を除く。）に経営承

継受贈者（経営承継相続人）及び当該経営

承継受贈者（経営承継相続人）に係る同族

関係者に対して支払われた剰余金の配当等

及び損金不算入となる給与の金額 

剰余金

の配当

等 

(27) 

円 

損金不

算入と

なる給

与 

(28) 

円 

特定資産の帳簿価額等

の合計額が資産の帳簿

価額等の総額に対する

割合 

(29)=((23)+(27)+(

28))/((24)+(27)+(

28)) 

 

40.1% 

特定資

産の運

用収入

の合計

額が総

収入金

額に占

める割

合 

(30)=(25)/(26) 

 

 

0.4% 

総収入金額（営業外収益及び特別利益を除く。） 450,000,000 円 

 

2 やむを得ない事由により資産保有型会社等に該当した場合 
該当した日    年  月  日 

その事由  
解消見込時期   年  月頃 

 

3 前回の年次報告時にやむを得ない事由により資産保有型会社等に該当していた場合 
解消の有無 □有 □無 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


